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◆本講座開催の趣旨 

 本講座は、障害者総合支援法に基づく事業の円滑な運営に寄与するとともに、視覚障害に

より移動に著しい困難を有する者を支える同行援護従業者の養成のための研修を行う。 

併せて、障害者（児）の多様化するニーズに対応した専門的な知識、技能を有する居宅介

護従業者等を地域の中で育成することを目指し、品川区との協働事業として開催するもの

です。 

視覚障害者支援の第一線で活躍している講師の方々による指導で、視覚障害者に対し安

全・安心を担保するために不可欠な知識・技術の習得を目指しています。習得した専門的な

知識・技術について、住み慣れた地域で活動していただくことは、品川区の福祉の向上にも

貢献することになります。 

受講後の資格活用を期待し支援する意味を含め、品川区での勤務を前提とした方の受講

を優先させていただくため、本年度は受講料及びテキスト代を無料としています。 

 

◆同行援護従業者養成研修一般・応用課程とは 

同行援護従業者養成研修一般・応用課程は同行援護従業者が行う業務に関する知識及び

技術を修得することを目的としています。都道府県知事あるいは都道府県知事の指定を受

けた居宅介護従業者基礎研修等事業者の行う講座の課程を修了することで、同行援護従業

者養成研修一般・応用課程修了証明書の交付を受けることができます。 

 

◆同行援護従業者の仕事とは 

同行援護従業者とは、視覚障害のある人の活動そのものの自立性を向上させつつ、

外出される際の支援をする専門職です。視覚障害という障害の実態を知り、原因とな

る病気の理解や障害者の心理の理解を深め、視覚障害者が社会で自立した生活を送れ

るよう、移動時の介助を行います。 

 

◆受講資格 

同行援護従業者として活動していただける方で、次の条件に該当する者とします。 

（１） 心身ともに健康であり、品川区在住又は在勤で、全研修カリキュラム（一般課

程（第1回）及び応用課程（第２回））を通学で受講できる方。 

（２） 現在品川区内の居宅介護事業所等で勤務等している介護福祉士、実務者研修修 

了者、介護職員基礎研修課程修了者、ホームヘルパー１級課程修了者、ホームヘ 

ルパー２級課程修了者及び介護職員初任者研修課程修了者を優先します。 



 

                                

◆講座日程 

 ※詳細につきましては、別紙「同行援護従業者養成研修一般・応用課程日程表」にて確

認ください。 

◆受講手続（選考結果通知の送付をもって手続き完了とします。） 

 お申込み・・・一般課程（第１回）及び応用課程（第 2 回）受講を希望される方は、別紙

「申込書」に必要事項を記入の上、お申込みください。 

 

 募集人員・・・２０名（各回） 

        一般課程（第 1 回）及び応用課程（第 2 回）受講希望者については、選考 

の上、受付けをいたします。 

また、各回とも定員になり次第、締め切らせていただきます。 

 

 受 講 料・・・無料（テキスト代含む） 

◆講座を受講されるにあたっての注意事項 

① １日でも欠席（遅刻等で出席と認めない場合を含む）されると、修了証明書は交付で

きません。やむを得ない事情がある場合は、その理由等を書面にて提出ください。当

法人が認めた場合に限り、補講を実施します。補講を受講できない場合は、受講の取

り消しになる場合もありますのでご注意ください。 

② 講義・演習日程は、講師の都合により変更する場合があります。 

③ 車での会場へのお越しはご遠慮ください。受講会場に駐車場は用意しておりません。 

④ 受講中に知り得た個人情報について、その秘密を厳守してください。 

⑤ お問い合わせ、ご相談は、特定非営利活動法人品川ケア協議会分室（事務局）へ直接

お願いいたします。 

⑥ 演習において、１日８ｋｍ程度の歩行や階段、砂利道などで一定の速度以上で歩ける

体力が必要です。日常の健康管理に十分留意するようにしてください。 

⑦ 受講申込時に本人確認できる公的証明書（例：運転免許証・ﾊﾟｽﾎﾟｰﾄ・健康保険証・3

月以内に取得した住民票写しのいずれか）をもって本人確認をいたします。 

◆受講を修了された方 

 修了証明書の交付・・・各講座の全日程を修了された方は、同行援護従業者養成研修「一

般課程」及び「応用課程」を修了したことを証明する修了証明書（携

帯用含む）を交付します。 

 

 



 

                                

◆講義・演習場所（住所と地図）  

品川リハビリテーションパーク 1 階 

  ＜住 所＞ 品川区北品川５－２－１ 

＜最寄駅＞ JR 大崎駅下車 徒歩 10 分 

 

品川リハビリテーションパーク 

1 階研修室 

＜住所＞ 

品川区北品川５-２-１ 

＜最寄駅＞ ＪＲ山手線 大崎駅下車 

      徒歩８分 

 

 

 

  

品川リハビリテーションパーク 


